
 

資料２ 

 

第２期計画策定体制 

１ 策定委員会（関係部長等） 

 関係部長等から構成される委員会で、計画の原案について、文化芸術推進協議会（有識

者等）へ協議等の依頼を行い、計画の策定を行います。 

２ 島田市文化芸術推進協議会（有識者等） 

有識者等から構成される協議会で、策定委員会で検討された原案について、より専門的

な視点から多角的に協議等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整・情報提供 

意見具申 

検討委嘱 

策定事務局 

観光文化部 文化振興課 

庁 議 

原案提出 修正指示 

素案提出 作業指示 

決定 

調整・情報提供 

文化芸術推進協議会  
・学識経験者、文化芸術活
動を行う者で構成 

・計画策定係る専門委員会 

策定委員会 
・関係部長で構成 
・計画原案の作成 

・市民等意識調査    ・パブリックコメント 

調査 

策定作業部会 
・関係課で構成 
・担当項目の作成 


